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○下諏訪町消防団員応援事業実施要綱 

平成２５年１１月２９日 

町要綱第２９号 

沿革 平成２６年３月１０日町要綱第１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、事業所等の協賛を得て、下諏訪町消防団の団員（以下「団員」

という。）に対する応援事業を実施することに関し必要な事項を定めることにより、

団員の福利厚生の充実及び士気高揚並びに新入団員の確保を図るとともに、地域消

防防災力のより一層の充実強化及び地域の活性化につなげることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（1） 事業所等 下諏訪町内で事業活動を行う事業所その他の団体をいう。 

（2） 応援事業所 団員に対する優遇サービスを実施する事業所等として登録され、

町長から表示証を交付された事業所等をいう。 

（3） 表示証 前号に規定する応援事業所に交付される下諏訪町消防団員応援事業

所表示証（様式第１号）をいう。 

（4） 優遇サービス 団員が応援事業所において受けられる商品の購入価格、飲食

料金の割引等のサービスをいう。 

（応援事業所の登録申請） 

第３条 応援事業所としての登録を申請しようとする事業所等は、下諏訪町消防団員

応援事業所登録申請書（様式第２号）を町長に提出しなければならない。 

（登録基準及び登録） 

第４条 応援事業所の登録基準は、次に掲げるとおりとする。 

（1） 優遇サービスの実施期間が、連続して６か月以上のものであること。 

（2） 優遇サービスの対象が、特定の地区、分団、階級等に限定されたものでない

こと。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長が不適合と認めた場合は、応援事業所として登録

しないものとする。 

３ 町長は、応援事業所として登録すると認めたときは、下諏訪町消防団員応援事業
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所登録台帳（様式第３号）に登録するものとする。 

（表示証の交付及び表示） 

第５条 町長は、前条第３項の規定により応援事業所として登録した事業所等に対し、

表示証を交付するものとする。 

２ 応援事業所は、交付された表示証を店舗、事務所等の入口の見えやすい場所に表

示するほか、ポスター、チラシ等に表示証を縦横同率に拡大又は縮小したものを表

示することができるものとする。 

（登録の変更、取消し等） 

第６条 応援事業所は、登録された内容を変更し、又は優遇サービスを廃止しようと

するときは、下諏訪町消防団員応援事業所登録変更（廃止）申請書（様式第４号）

を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、応援事業所が偽りその他不正な手段により第４条第３項に規定する登録

を受けたとき又は応援事業所としての登録が不適合と認めたときは、当該登録を取

り消すことができるものとする。この場合において、町長は、当該取消理由を文書

で通知するものとする。 

３ 優遇サービスを廃止し、又は登録の取消しを受けた応援事業所は、速やかに表示

証を町長に返還しなければならない。 

（応援事業所の公表） 

第７条 町長は、登録された応援事業所の名称、所在地、優遇サービスの内容その他

の事項について、ホームページ、広報誌等により公表するものとする。 

（団員カードの交付） 

第８条 町長は、団員に対し、下諏訪町消防団員パスポートカード（様式第５号。以

下「団員カード」という。）を交付するものとする。 

（団員カードの提示） 

第９条 団員は、応援事業所で優遇サービスを受けようとするときは、団員カードを

提示しなければならない。この場合において、応援事業所から求められたときは、

本人確認ができるものを提示しなければならない。 

（禁止事項） 

第１０条 団員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（1） 団員カードを他人に貸与し、又は譲渡すること。ただし、同一世帯内に限り、
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貸与することができるものとする。 

（2） 優遇サービスに関して、応援事業所に強要すること。 

２ 前項の規定に違反して、団員カードを不正に使用し、又は使用させて応援事業所

に損害を与えた場合は、その責任は、団員カードの交付を受けた団員が負うものと

する。 

（団員カードの返還） 

第１１条 下諏訪町消防団を退団した者は、団員カードを速やかに町長に返還しなけ

ればならない。 

２ 町長は、前条第１項の規定に違反した団員に対し、速やかに団員カードを返還さ

せるものとする。 

（団員カードの再交付） 

第１２条 団員は、団員カードを紛失又は破損して再交付を受けようとするときは、

下諏訪町消防団員パスポートカード再交付申請書（様式第６号）を町長に提出しな

ければならない。 

２ 第１０条第１項の規定に違反した団員に対しては、団員カードの再交付は認めな

い。 

（応援ポイントの付与） 

第１３条 町長は、団員の出動等に応じて、事業協同組合下諏訪商連が発行するしも

すわカードに、消防団員応援ポイント（以下「応援ポイント」という。）を付与す

るものとする。 

２ 応援ポイントの付与は、次の内容により行うものとする。 

（1） 下諏訪町消防団に入団したとき（再入団を除く。） ２,０００ポイント 

（2） 火災、水害等の出動 １回につき１００ポイント 

（3） 訓練、警戒その他の出動 １回につき５０ポイント 

３ 前項第２号及び第３号の規定により付与する応援ポイントは、団員１人につき１

会計年度当たり２,０００ポイントを上限とする。 

（庶務） 

第１４条 消防団員応援事業の庶務は、消防課において処理する。 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。 
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附 則 

この要綱は、平成２５年１２月１日から施行する。ただし、第２条第４号に規定す

る優遇サービスの応援事業所からの提供については、平成２６年２月１日から施行す

る。 

附 則（平成２６年３月１０日） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第１２条関係） 

 


